
高砂市職員用パソコンに係る広告掲載基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、高砂市（以下「市」という。）が、職員用パソコン（以下「市パソコン」という。）に

係る広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）市パソコン 市が管理し、市のネットワークに接続されているパソコンをいう。 

（２）広告 文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」とい

う。）の指定する情報を有する画面をいう。ただし、画面内にリンクを貼ることはできない。 

（広告掲載の基準） 

第３条 広告及び広告主が指定した広告の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合は、そ

の広告は、掲載しない。 

（１）高砂市広告掲載要綱（平成２３年４月１日施行。以下「要綱」という。）第３条第１項各号に該

当すると認められるとき。 

（２）別表に該当すると認められるとき。 

（広告の規格及び広告掲載位置等） 

第４条 広告の規格は、次のとおりとする。 

      ・表示サイズ  幅８００ピクセル×高さ６００ピクセル 

・容量   ２５０キロバイト以内 

・データ形式  ＪＰＥＧ形式 

・データの色  カラー 

 ２ 広告掲載の画面は市が指定する画面とし、枠数は 5 枠とする。 

（広告の掲載期間） 

第５条 広告掲載期間は１月単位とし、連続する掲載期間は各年度最大１２月とする。 

（広告掲載料） 

第６条 広告の掲載料は、広告 1 枠当たり月額５,０００円とする。 

（掲載の募集） 

第７条 市パソコンに係る広告掲載については、市の公式ウェブサイト及びその他の広報媒体に

おいて募集を行うものとする。この場合において、掲載の申込みは、先着順に受け付け、その可

否を判断するものとする。 

２ 市は、広告枠に空きが生じたとき、募集を行うものとする。 

 

 



（掲載の申込み） 

第８条 市パソコンに広告を掲載しようとする者は、掲載月の前月の１０日（１０日が日曜日、土曜

日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「市の休日」

という。）に当たる場合は１０日以前の直近の市の休日に当たらない日）までに、市が定めるオン

ライン申請システムにより、広告案を添えて市長に提出しなければならない。 

（広告掲載の決定） 

第９条 前条の規定により、掲載の申込みを受け付けたときは、要綱第６条の規定により高砂市広

告審査委員会で審査の上、掲載の可否を決定し、高砂市職員用パソコンに係る広告掲載（不

掲載）決定通知書（様式第１号）により広告主に通知しなければならない。 

２ 広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、広告主に修正を求める 

ことができる。 

（掲載料金の納入） 

第１０条 広告掲載料は、掲載の決定後、市が指定する期日までに、一括前納するものとする。た

だし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。 

（広告の差し替え） 

第１１条 広告主は、広告の掲載期間が複数月にまたがるときは、１箇月単位で当該広告の画像を

差し替えることができる。この場合において、広告主は、市とあらかじめ協議するものとし、第８

条の規定により広告案を提出するものとする。 

２ 広告主は、広告を変更するときは、変更する月の前月の１０日（１０日が市の休日に当たる場合

は１０日以前の直近の市の休日に当たらない日）までに市に届け出るものとする。 

（広告掲載の取消し） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何らの手続

を要することなく、広告掲載を取り消すことができる。 

（１）指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。 

（２）指定する期日までに広告の提出がないとき。 

（３）市が修正の必要があると認めた場合であって、その広告内容の変更に応じないとき。 

（４）要綱第３条第１項各号及び第２項各号に該当することが判明したとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、市パソコンへの広告掲載が適切でないと判断したとき。 

（広告掲載の取下げ） 

第１３条 広告主は、自己の都合により、市パソコンへの広告掲載を取り下げることができるものと

する。 

２ 前項の規定により広告を取り下げるときは、広告主は、高砂市職員用パソコン広告掲載

取下届兼返還金請求書(様式第２号）により市に申し出なければならない。 

（広告掲載料の返還） 

第１４条 市長は、広告掲載に関し未掲載となる月がある場合は、既納の広告掲載料から掲載が

あった月分の広告掲載料に相当する金額を控除した額を広告主に返還するものとする。 



２ 前項の規定は、第１２条の規定により広告掲載を取り消した場合については適用しな 

い。 

３ 第１項の規定により広告掲載料の返還を受ける広告主は、高砂市職員用パソコン広告掲

載取下届兼返還金請求書(様式第２号）により、返還金の請求を行うこととする。 

４ 第１項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。 

（広告主の責務） 

第１５条 広告主は、広告内容及び掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。 

２ 第三者から広告に関連して損害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任と負 

担において解決するものとする。 

 

附 則 

この基準は、平成２５年 ７月２４日から施行する。 

  附 則 

この基準は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成２７年 ２月 １日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和 ４年 ２月２２日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和 ７年 ９月 １日から施行する。 

 

 

別 表 

１ 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがある広告 

２ 他をひぼう、中傷又は排斥する広告 

３ 青少年保護や健全育成に好ましくない広告 

４ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる広告 

５ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）で風俗営

業と規定される業種及び風俗営業類似の業種の広告 

６ 消費者金融の広告 

７ 債権の取立て、回収等の広告 

８ ギャンブル等を肯定する広告 

９ 酒又はたばこの広告 

１０ 興信所等の広告 



１１ マルチ商法、催眠商法等販売方法に問題がある広告 

１２ 投機的商品の広告 

１３ 射幸心をあおったり、誇大、不当表示その他表現方法等が適切でない広告 

１４ 出資者及び出資金の募集広告 

１５ 国家資格等に基づかない者が行う療法等の広告 

１６ 無認可商品、粗悪品などの不適切な商品・サービスを提供する広告 

１７ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのある

広告 

１８ 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現の広告 

１９ 指名停止のほか、行政指導を受けている企業等の広告 

２０ 国内世論が大きく分かれている広告 

２１ その他市が掲載を不適当と認める広告 


